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第２２回薩摩川内市⾏政改⾰推進委員会 議事録 
 

開催⽇時 平成 26 年 10 月 16 日(木) 13:30～16:30 

開催場所 薩摩川内市役所 教育委員会室 

出 席 者 

委 員 
吉満会長、三本副会長、山本（豪）委員、梶原委員、德丸委員、鍋倉委

員、山本（文）委員、初田委員 

事務局 行政改革推進課長、同課長代理、同課職員 

傍聴者 １名 

 

□会次第 

事務事業外部評価 主管課・室 

1 入来麓伝統的建造物群保存地区保存整備事業 文化課 

2 文化財保護事業 文化課 

3 森林環境税事業 林務水産課 

4 林業振興育成事業 林務水産課 

 

□議事 

1 外部評価 入来麓伝統的建造物群保存地区保存整備事業（文化課） 

（主管課説明後、質疑・協議） 

○委員 伝建地区の指定を受けると、地域住

民の方は生活の不自由も結構あることと

思うので、是非補助事業は充実していてほ

しいと思う。 

事務事業評価表の指標について、活動指標

で現状変更の件数を 5 件、成果指標で修

理・修景事業の件数を 2 件とされている。 

修理等をするから現状変更、ということに

なると思うが、この 3 件の差は。 

●主管課 修理・修景事業については、国庫

補助、県補助を充てているものになる。伝

建地区の指定を受けた際、屋敷などの建築

物やかやぶき門などの工作物等が特定物

件として指定され、毎年優先順位をつけな

がら修理・修景事業を行っている。 

○委員 補助金をもらわない形での現状変

更があるということか。 

●主管課 修理・修景事業は全て補助事業で

ある。特定物件として対象になっているも

のは、国庫補助等を受けながら事業を実施

している。 

○委員 また、評価表に「近代的な工法はで

きない旨の説明をしながら実施する必要

がある」と記載がある。 

伝統的なかやぶき等様々な工法があり、文

化財を損なわないよう実施する方法の紹

介をされていると思うが、出水、知覧を含

め、技術者が苦労されている話を聞く。 

技術者の紹介等については、上手くネット

ワークができているのだろうか。 

●主管課 伝統的建造物群保存地区は、昔な

がらの街並みを残した形となっており、地

区内では例えば近代的なプレハブ工法、そ

ういった施工はできない。 

修理・修景事業では、屋根瓦もある程度制

限のかかった瓦、建材も色合いに制限がか

かっている木材が修理・修景の補助の対象

となる。 

技術者については建築士を中心に御相談

しながら対応している。 

○会長 地区内での新築を行ったことがあ
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る。基準はあるが、そう難しいものではな

かった。 

○委員 伝建地区の中で、かやぶき門は個別

の文化財指定か。 

●主管課 文化財指定となっている。かやも

痛んでくるので、何年かに 1 回はふき替え

をしている。 

○委員 特定物件以外で、例えば地区内で、

基準を満たせば建てたり壊したりできる

のだろうか。 

●主管課 新しい建物はできる。修景となる

と補助を出すことになるので、瓦、外回り

は全て限定される。修景としてではなく、

とりあえず建てたいというのであれば、許

可基準があり、これを満たせば建てること

ができる。木造軸組構法のタイプであれば、

許可は出せる。ただ、色合いであったり、

瓦の質であったり、日本のものにそぐわな

いものは使えず、限定される。 

○委員 実際に住んでおり、伝建保存地区の

指定を受けようとする際は揉めた。子ども

がＵターンし地元に住もうとするときに、

洋風の建物に住めないから帰ってこない

のでは、あるいは銀行の抵当にいれたとき

に担保価値はどうなるのか等の話もあり

ながら今に至っている。最終的には皆さん

納得された上で保存地区の指定を受けた。 

地区住民がそこで生活する上でのデメリ

ットというのは、少なからずある。それで

も特別な地域だからということで、小額の

補助金をもらいながら保存会を頑張って

いらっしゃる。 

ある程度のデメリットも受け入れながら、

何のために景観を維持するのかというと、

よその人たちに来てもらいたいからであ

る。出水でも知覧でもそうだと思うが、来

てもらって、「入来麓はきれいなところだ

ね」と言ってもらいたい。先日の合併記念

式典でも、講演をされた原口泉先生が入来

麓の話をされていたが、ああいうふうに言

われることが、地区民にとって誇りになる。 

市にお願いしたいのが、文化課や観光・シ

ティセールス課等関係する課があるが、行

政の中で歯車を合わせて頂きたい。入来麓

を行政としてどうやっていくのかという

のを多角的に考えなければいけない。 

観光・シティセールス課が外国の方を武家

屋敷に泊めようという取組を進めている。

そうした取組に対して地区住民の方がど

う捉えるか。高齢化して空家も多くなって

いる状況なので、その対策を、というとき

にはよそからの人の手も借りたい、そこに

行政として入ってアジャスティングをす

る。文化課だけではなく、よそから人を入

れるためには観光・シティセールス課であ

ったり、他の課であったり、縦割りを無く

して行政として歯車を合わせてやってほ

しいとつくづく思う。 

このパンフレットもすごくいいパンフレ

ットだが、いくつあるのか。 

●主管課 昨年の、全国伝建総会の際に、増

田家のオープンと同時に作成したもので、

増刷をかけた。 

○委員 このパンフレットが常時置いてあ

るところは。 

●主管課 入来支所には常時置いてある。 

○委員 凄くきれいな入来麓の写真が沢山

載っているので、支所よりも、郷土館や、

Ｍｏｎｊｏ（もんじょ）など、せっかく作

ったのだから、人の目に沢山触れるところ

に置いてほしい。支所においてあっても、

見る人は少ない。 

ガイドをされる方にパンフレットを渡し

て、来られた方にはお渡ししてください、

というようにした方が、きっとリピーター

も増える。 

そういうことも含めて、行政内のすり合わ

せをしてほしい。文化課が頑張って入来麓

を思ってくれているというのはありがた

い。ただ、地区住民はやっぱり、入来麓を

見に来られた方々からの評価や励ましが

あるから頑張れる、という部分が本当にあ
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ると思うので、そういう地区住民の思いを

大事にしてほしい。 

●主管課 御意見ありがとうございます。応

援のお言葉と思って受け止めたい。 

昨年全国の伝建の総会は、旧増田家住宅の

オープンも重なり、また、指定を受けて 10

年という節目の年とも重なる中での開催

となった。260 名という近年にはない人数

のお客様が全国から来られ、非常に盛会で

あったと認識している。旧増田家住宅のオ

ープンの効果もあり、昨年は地区住民の方

が戸惑うほどの観光客が来られている。今

2 年目に入り、委員の御指摘のあった通り

のことが行政の課題であることを受け止

めている。 

観光・シティセールス課の入来麓のグリー

ンツーリズムの取組では文化課にも声が

掛かり、会に出席しているところである。 

縦割りではなく関係課の横の連携をとっ

ていこうと進めている途中である。今年か

らは地域の方に指定管理も受けていただ

き、なお一層連携を深めていかなければな

らないと考えているので、今の御意見も踏

まえて努力していきたい。 

○会長 今日の Yahoo ニュースで丸武産業が

取り上げられていた。甲冑ブームが広がっ

ている。来年の国民文化祭等は入来麓で川

柳大会があるということで、甲冑とのコラ

ボも考えられるのでは。 

○委員 甲冑ブームは確かにあり、武家民泊

として外国の観光客を呼ぶときに、入来麓

に泊めて、体験として丸武産業で鎧をつけ

てもらおうという案がある。あるいは入来

麓の近くに畳屋が 2 件あるので、畳表を作

る体験を外国の観光客にしてもらう取組

も検討中である。特に欧米の方には、「和」

という価値観に特別なものがあり、エキゾ

チックに映るもののようである。 

○委員 この地区には、食堂や観光土産品の

販売店や、宿泊ができる施設があるだろう

か。 

○委員 食堂は 2 箇所、泊まるところは今の

ところない。宿泊の検討を今しており、個

人宅に泊まるという案と公民館が 2つある

ので、そこに皆で布団を持っていって泊ま

る案がでていた。 

土産については、Ｍｏｎｊｏに少しは置い

てあるが、大きな土産物の店はない。 

○委員 これだけのものを維持管理してい

くのは相当な費用がかかっていくと思う。

そこで、今言ったような施設があれば、観

光としてお金を稼げる。そういう仕組みを

取り入れられたらいいと思う。 

○委員 Ｍｏｎｊｏも商工会青年部を卒業

した若い面々が出資してＮＰＯを作って

運営している。そこにまちおこし協力隊の

方も関わっている。おっしゃるように、ビ

ジネスとして成立するようにしていかな

ければならない。 

行政の力も少しはあるが、基本的には地区

内、商工会、観光物産協会等で連携しなが

らどういうやり方をしたらいいのかとい

うことを模索中なので、しばらくは暖かい

目で見守っていただきたい。 

●主管課 補足として、商工会青年部、商工

会の方々が、入来小学校の下にお仮屋馬場

というお堀のある場所があるが、そこで

「ふもとおさんぽ市」として定期的に物産

をされている。 

○委員 毎月第 1 日曜日に開催されている。

また、今月の 26 日、入来ファミリーハイ

キングという催しがある。武家屋敷もコー

スに入っているので、ぜひ参加して現場を

見ていただきたい。 

○委員 パンフレットの話に関連して要望

したい。この入来麓のパンフレットの漢字

にはできるだけルビを振っていただきた

い。清色はもとより、入来もよその人は読

めないと思う。 

土地の名前や人の名前など、パンフレット

の中で沢山読めない字がある。ルビがあれ

ば、興味を持った子どもにも読んでもらえ
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ると思う。 

○副会長 保存会の方がボランティアでガ

イドをされていることと思うが、その方々

は、報償などは貰わずにされているのだろ

うか。 

●主管課 保存会の方が中心となって、観光

に来られた方々の対応をしていただいて

いる。 

「きゃんぱく」のプログラムでのガイドや、

また事前に連絡を頂いて、保存会長を中心

に対応をしていただいているが、団体で来

られるツアー等については、ツアーによっ

ては謝礼を用意されているところもある

と聞いている。 

自助努力として、手形を作成されており、

手形を観光客の方に買っていただくこと

で、保存会の運営費に充てている。 

また、薩摩川内市のボランティアガイドの

会である「いたっみろ会」の方々は、資料

代として 300 円ほど取っていらっしゃるの

で、その方々と合同でガイドをされる際に

はお金を頂いているということを聞いて

いる。 

今まで無料でされていたのを、段々と有料

のガイドにしていこうという流れである。 

○副会長 私が訪ねた際には他に人がおら

ず、ガイドの方にとても丁寧に説明してい

ただいた。そういう方々が 1 日いらっしゃ

って、案内を無料でするというのは大変だ

と思う。ボランティアをされる方も得るも

のがあるようになればいいと思った。 

また、パンフレットについて、今の大きさ

（Ａ４版）の半分くらいの大きさで作成し

ていただくと、女性はバッグに入れて持ち

歩きながら見ることができる。 

●主管課 御意見ありがとうございます。今

後の参考としたい。 

 

（主管課退席後、評価・まとめ） 

○会長 入来はもともと、非常に田畑の作付

がよく、かつての入来院氏は資産を築いて

おられたようだ。 

また、入来の水田の整備というのは、現代

の土木の視点からみても理に適った工事

をされていたようだ。生産力の高い、良い

地域であったことが伺える。 

○会長 補助金については、金額の多くない

補助金である。また、事務事業については、

多くの物件を年次的に少しずつ整備をし

ているようである。 

まとめに入る。外部評価について、妥当性、

効率性、有効性それぞれ「高い」という評

価でよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 今後の改革の方向性は、主管課の方

向性と同じく、「現状のまま継続」という

評価でよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 これで入来麓伝統的建造物群保存

地区保存整備事業の事務事業評価を終了

する。 

 

2 外部評価 文化財保護事業（文化課） 

（主管課説明後、質疑・協議） 

○委員 内部評価の中で、「文化財管理業務

のシルバー委託を検討したが、見送りとな

った」という記載があるが、具体的には、

文化財の修繕や清掃を行う人手が不足し

ているということだろうか。 

●主管課 説明が十分でなかったかもしれ

ない。文化財周辺の草刈り等の清掃管理を

地域の自治会や個人の方にお願いして、謝

金をお支払いしている。 

その他、文化財が人里離れた場所にあるも

のについては、一部シルバー人材センター

で草刈りなどをお願いしている。 

自治会や、個人の方にお願いしている草刈

り清掃作業について、高齢化で対応が難し

いという意見を受けて、樋脇・入来・東郷・
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祁答院の 4地域をシルバー人材センターで

まとめて管理清掃ができないか検討して

もらったが、シルバー人材センターでの会

員確保等の問題があり、昨年度は見送りと

なった。 

○委員 民間業者に頼む予算も難しいか。 

●主管課 人材の確保を図っていただいて、

市としてはシルバー人材センターにお願

いしたいと考えている。民間業者への委託

はまだ検討していない。 

○委員 予算に警備業務委託、消防設備業務

委託等あるようだが、どういう施設がある

のか。 

●主管課 旧川内の武道館を埋蔵文化財管

理施設とし、そこに発掘調査で出てきた物

などを保管している。 

○委員 郷土芸能保存補助金に関連して、ど

この地域も少子化、過疎化で後継者が不足

して、伝承が困難になっているというのが

事実だと思う。実績であがっている 59 団

体は、全て活動されている団体か。 

●主管課 活動されている団体ということ

で、補助金を交付している。 

文化課で登録をしている郷土芸能の団体

は 76 団体ある。ピークは平成 19 年で 64

団体が補助を受けているが、近年は 60 団

体前後を推移している。 

○委員 後継者育成については、発表する場

があることが大事なので、芸能祭や秋の夕

べなどに交替で披露する機会を作ってい

ただきたい。 

国指定文化財となっているトシドンは、ナ

マハゲと同じような風習で、ナマハゲは全

国的に知名度が高いがトシドンの方が歴

史的には古いという説もあるらしい。 

そこで、日本全国で同じような風習のある

地域の方々を甑島に集めて、祭典をすると

いう取組も面白いのではないかと思う。 

●主管課 来年鹿児島県で国民文化祭が開

かれるが、今年は秋田県が開催県だった。

秋田県の男鹿市で、今まさにおっしゃった

ような、「全国ナマハゲの祭典」が開催さ

れた。秋田からは、トシドンに来てほしい

という要請があったが、甑の保存会の方々

は、トシドンの来訪は大晦日の 1 日だけと

いうことで、トシドンが秋田の祭典に参加

することはなかったが、概要の説明という

ことで保存会の方がパワーポイントを使

って講演をされた。非常に素晴らしい講演

で、甑島とトシドンを秋田の地で紹介され

ていた。 

同様の風習は全国で 8 箇所ほどあり、うち

6 箇所の方々がナマハゲの祭典に参加をさ

れていた。 

○委員 来年鹿児島で国民文化祭をするの

で、今度は秋田や他の地域から来てもらっ

てもいいのでは。 

そうすることで、逆に鹿児島の地元の方も、

風俗、民俗を身近に感じることができると

思う。補助金を出すだけではなく、そうい

う企画も文化課の仕事ではないだろうか。 

後継者育成や伝統芸能を身近にするもの

として、そういう手段もあっていいと思う。 

●主管課 秋田の国民文化祭では担当の方

と話をする機会があった。甑島があれだけ

の魅力ある観光地であるとともに、トシド

ンという貴重な風習があるということで、

今委員がお話されたことと全く同じこと

を言われた。「今度甑島でされたらどうで

すか、秋田からも参加しますよ」と。違っ

た目線からの御助言も今回こうして頂い

たので、今後に活かしていきたい。 

秋田で保存会の方が披露されたパワーポ

イントについては、素晴らしいものであっ

たので、是非披露する機会を作りたいと思

っている。 

○委員 ナマハゲも来訪する時期は決まっ

ているのか。 

●主管課 決まっているが、観光化されてお

り、イベントがあれば出て行っている。 
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○委員 ナマハゲと下甑のトシドンとは考

え方が違う。来年もし国民文化祭で甑島に

来てもらっても、おそらくトシドンは出ら

れないだろう。 

●主管課 来年の国民文化祭については、薩

摩川内市では 5事業というのが決定してお

り、もしナマハゲを呼ぶのであれば、アト

ラクション的なものでしか呼ぶことはで

きない。来年はもう難しいが、先ほど触れ

たパワーポイントを披露して、地元から気

運を高めて、大晦日以外でもトシドンが出

ることもあるような状態になればいいと

思う。 

○委員 関連して、東郷の人形浄瑠璃は、石

川県や宮崎県に行き交流をしている。 

人形浄瑠璃の着物は 1 体に何万とかかる。

人形自体も何十万とかかる。それなりに経

費を要し、また定期的な活動をされている。

国指定文化財に対する補助金として、トシ

ドンと人形浄瑠璃への補助額統一を考え

ておられるようだが、どういう形で統一さ

せればいいか。 

補助金は 10 万円という金額ではあるが、

活動にはそれ以上にお金がかかるという

ことを認識しないといけない。 

●主管課 来年の国民文化祭の 5つの事業の

中に、人形浄瑠璃の祭典がある。全国に 5

箇所、人形浄瑠璃が伝承されている地域が

あり、来年開催する人形浄瑠璃の祭典では、

各地域の人形浄瑠璃が一堂に会するよう

準備を進めている。2･3 箇所の出演の回答

は頂いているところである。 

おっしゃったように、定期公演会も年 3回、

子ども浄瑠璃にも取り組むなど、活動も活

発である。薩摩川内市の職員も後援会会員

として協賛を募り、今年度は述べ 397 名が

加盟し、後援をしている。ただそれ以上に

御苦労をされていることと思う。 

今後は先ほど申し上げた 76団体を含めて、

郷土芸能の火を絶やさないよう文化課と

しても全体を見ながら、限られた予算のな

かではあるが、補助をしていきたいと考え

ている。 

○委員 発表の場があることで、保存会の活

動の基盤作りも進んでいくと思う。 

●主管課 発表の場、目的があると練習にも

熱が入ることと思うので、発表の場を行政

として増やしていかなければいけないと

考える。 

○委員 市指定以外の文化財について対応

をどこまで行うかということを課題の一

つにあげていらっしゃるが、私の意見とし

ては、今扱っておられる市指定以外の文化

財は、有形ではなく、無形文化財、郷土芸

能ということでよろしいか。 

●主管課 そのとおりである。 

○委員 有形文化財で、市指定以外のものに

ついて何らかの対応を行うのはいかがか

とは思うが、確かに芸能関係の無形民俗文

化財については、そのままにしておくと消

えて無くなってしまう。 

無形のものを将来に繋いでいくためには、

指定の有無に関わらず、行政の支援が必要

だと考える。 

そして、将来的には昔の型を復活されるこ

とができるようになれば、無形文化財とし

ての指定の対象になるものも沢山あると

思う。 

このあたりについては、杓子定規にお金の

問題だけでやる必要はないと考えている

ので、行政には御配慮をお願いしたい。 

それから、文化財と観光という、あるいは

地域おこしという観点については、縦割り

の行政だと観光の面からするとインパク

トはないかもしれないが、やはり世間が注

目するようなイベント化の方向に流れて

いくと、文化財のあり方として非常に危う

いと思う。 

特に無形のものには宗教的な行事の背景

があったり、やる時期に意味があるもので
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あったりする。無闇にイベント化してしま

うと、それを支えてきた文化の根底を崩す

ことになりかねない。そういうことを踏ま

えずに、知名度が上がるからやってくれと

いうことを文化課が言うわけにはいかな

いと思う。 

文化課としては文化課の筋を通し、文化の

根底を崩さないように観光サイドや地域

の方に提言をする、そういうバックアップ

をやるべきで、文化課が先頭をきって無形

文化財の伝統を崩し、変形していくのが一

番怖い。 

そこも踏まえながら、指定していない無形

の文化財へお金をわずかでも出すという

ことは、行政が文化の伝承に関わることの

できる一つの手段であるように思う。 

いい意味で本当の伝統を引き継いでいく

という視点を是非持っておいていただき

たい。 

●主管課 10 年前、現在、これから 5 年先、

というのは、今委員がおっしゃった観光と

文化の保存・継承とは交わらないとは思っ

ている。平行線であろうと。そこを、どう

いう形で地域づくり、地域おこしに位置づ

けていくかというのはこれからの課題で

ある。 

今御指摘の内容については、観光サイドに

流れて、原型が無くなってしまうことのな

いよう文化課として主体的にやっていき

たい。 

○委員 活用することは大事である。活用す

ることによって、文化財を守ろうとする気

運が高まる。そこをやりながらやっていく

というのは、とても大事だと思う。 

東郷の人形浄瑠璃にしても、いくつかある

人形浄瑠璃のうち地味な方である。受けを

狙って派手なストーリーを持ち込んだ方

が観光には良いのだろうけれど、それをや

ってしまっては文化財としての意味がな

い。兼ね合いが難しいものとは思う。 

●主管課 先ほどの話に戻って、甑島のトシ

ドンが大晦日にしか来訪しないというの

は、文化の観点から言えばいいことなのだ

が、観光としては大晦日以外の日にも出て

ほしいという声がある。 

秋田のナマハゲの祭典を訪れたとき、秋田

の担当の方から、ナマハゲが出すぎてしま

って、観光化しすぎているというお話を聞

いた。御指摘があったように、文化課の立

場としては、そこは原点に返る形でやって

いきたい。それでも今の時勢に合わせた形

で皆さんに認識していただいて、知ってい

ただくような講演会活動や映像による周

知・ＰＲは必要であると考えている。 

○委員 トシドンは子どもがいなくなれば

途絶えてしまうので、市の職員で子どもが

いる職員は是非甑島に異動させてほしい。 

○委員 自分も、文化財としての根底を変え

てまで、とは考えていない。ただ、一つの

きっかけとして、皆に認知してもらいたい

という思いがある。 

入来麓は変えないことを前提として、皆に

みてもらうために何をするか、というので

行政サイドで縦割りではなく、横の連携を

とってやっていただきたい。 

今川内大綱引のボタンダウンのシャツは、

クールビズの期間中、合併後 10 年で多く

の人に着用されるようになった。それによ

って、転勤してきた人、銀行の方、九州電

力の方、色々な方々が、川内では、川内大

綱引に力を入れていることを認識されて

いる。 

東郷でも、人形浄瑠璃のシャツを作られて

いる。入来麓でも、そういうシャツを作ろ

うという話を商工会の青年部ともしてい

るところである。自己資金としては微々た

るものかもしれないけれど、シャツを着て

ＰＲをすることによって、周りの方の認知

度を上げていく、そういう取組をやってい

かないと、だんだん埋もれていってしまう。 
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地域には有形無形の文化財が多くあるの

で、いろいろなものをどんどん作っていっ

てもいいのでは。文化財の本質を壊すこと

ではなく、ＰＲして、認知度を上げていき

たい。もしそういう取組があれば、文化課

としても御協力をしていただきたい。 

○会長 郷土史研究会運営補助金について

は、縮小という評価をされているが、これ

は樋脇の方には補助金を出さないという

ことか。 

●主管課 会を一緒にしていくことについ

て 2 年間かけてお話をしてきたが、それぞ

れで活動したいという樋脇の方の意向で

あったので、補助金について今後は交付で

きないということでお話をしたところで

ある。 

○副会長 郷土芸能の補助金について、県指

定、市指定、指定外という区分で一律の補

助とされているが、実績をみると、活動経

費と比較して 10 倍くらいの繰越金がある

団体もある。 

文化課の方には手間がかかることかもし

れないが、活動状況を確認して、必要なと

ころには少し多めに、また繰越が多く、そ

こまで補助を必要としないところには少

し少なくするような形をとってもいいの

ではないだろうか。 

小道具等で経費がいるところと、全くいら

ないところと、そういう差もあると思う。 

内容を一度精査されて、補助金の額を決め

る、何か条件をつけるなりのことをして、

補助金額を査定するのも方法の一つとし

てあると思う。 

●主管課 各団体の実績報告書について、こ

の積立金というのは道具の修理や更新に

係る、または何年かに 1 回の大会のための

経費として、保存会の方と文化課で話をし

て積立としている。 

翌年度への繰越が多額で補助額を超えて

いるような団体もいくつかあるが、これら

の団体の会計処理が、積立金という形では

整理をされていないということで聞いて

いるので、2･3 年かけて整理をしていただ

くよう、補助金申請の都度に話をしている

ところである。 

○委員 郷土芸能について、記録を残すとい

うこともされているのか。 

●主管課 平成 22 年と平成 23 年の 2 年かけ

て、すべての団体ではないがＤＶＤに記録

保存をしている。また、甑島については、

8 ミリビデオがあると聞いているので、今

後ＤＶＤに焼きなおすことを考えている。 

ただ、郷土芸能が存続しているうちは、そ

れに頼らず、現在されている保存会の活動

を優先していただきたいと思う。 

 

（主管課退席後、評価・まとめ） 

○会長 文化についての御意見等はある程

度出していただけたと考えている。 

文化財の清掃管理について、現在検討をさ

れているようだが、シルバー人材センター

が難しいのであれば、民間の活用は見込め

ないだろうか。 

案として、建設業団体に依頼をし、それを

受けた事業者には加点措置をすることが

検討できないだろうか。消防団員がいれば、

地域貢献として加点措置があるのと同様

の措置として。特に草刈りなどは土木作業

の得意分野である。 

○委員 管理については、地域ごとに指定管

理制度は導入できないものだろうか。 

○会長 地域で指定管理となれば、地域によ

っては受託する団体がいないところもあ

るかもしれない。 

○委員 会長の案は非常に良いと思う。消防

団と同様、地域に対するボランティアとし

て評価し加点する方法は、業者もいいし、

地域もいいし、行政もいい、ある意味三方

丸く収まる方法である。 

○委員 文化財として指定しているところ



 
 

  
9 

は地域の貴重な財産であり、あちこちに点

在していて、数も多い。指定管理とすれば、

行政がひとつひとつ全てを管理するとい

う発想になる。 

それよりは、地域の財産であるので、とい

っても地域の方だけにお任せするのでは

なく、今言われたようなアイデアで行政か

らの支援がある方が望ましい。地域の財産

として地域で守るという意識を無くして

しまい、指定するときだけ地域が要望して、

あとは行政に任せきり、というのでは文化

財の保護は成り立たない。 

お金で解決するだけではなく、ボランティ

アに参加しやすい仕掛けを行政がしてい

くのはいい方法だと思う。 

○会長 今建設業の案を挙げたが、あるいは

郵便局、流通業者など、地域を多く行き交

う仕事をされている方々との連携、情報の

やりとりなども考えられる。 

○委員 文化財パトロールの人件費も予算

化されているように、こういうことはある

程度県全体で同じような取組をされてい

る。 

○委員 指定管理という話も出たが、指定管

理はハード面、施設の管理であるので、文

化財管理については馴染まないと考える。 

○会長 まとめに入る。外部評価の妥当性に

ついては、「高い」という評価でよろしい

か。 

○委員 異議なし。 

○会長 効率性、有効性については「高い」

とは言えないようだが。今のところの評価

として、効率性は「高い」、有効性は「低

い」としてよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 今後の方向性について、今回出た意

見も反映していただいて、主管課の評価と

同様、｢見直しの上で継続：手段の改善｣と

いう評価でよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 以上で文化財保護事業の事務事業

評価を終了する。 

 

3 外部評価 森林環境税事業（林務水産課） 

（主管課説明後、質疑・協議） 

○委員 森林づくり推進員について、22 地区

が記載されているが、これは 22 名と考え

てよいか。 

●主管課 そのとおりである。 

○委員 活動状況に差があるようだが、賃金

は一緒になるか。 

●主管課 山の状況を確認し、地権者と話を

することについて、1 件当たり 3,000 円と

して賃金をお支払いしている。 

○委員 森林環境税事業とのことで、森林環

境税は地方税として、個人と法人から徴収

されているものだが、鹿児島県でだいたい

どれくらいの税収だろうか。 

●主管課 鹿児島県では、税収で 4 億 2,000

万円程である。県民税の超過課税として徴

収されるもので、県民税の徴収については

市町村で事務をしているので、その事務手

数料を差し引くと 4 億 1,000 万円弱となっ

ている。 

○会長 平成 25 年度は補助金支出がなかっ

たようだが。 

●主管課 平成 25 年度については、県に基

金事業があり、平成 26 年度からは使えな

くなった基金なのだが、県の基金事業が市

の事業より優位であったため、市の事業は

使われなかった。 

○委員 薩摩川内市で、法人でも個人でも、

林業を生業とされている方はどれくらい

いらっしゃるか。 

●主管課 認定林業事業体として、北薩森林

組合等が挙げられるが、この事業体である

のが 11 社である。 

○委員 それでは、その方々からの情報で市
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としては山の情報を網羅されていること

になるか。 

●主管課 事業体の方々には、県や市を通じ

て色々な情報が流れている。 

○委員 雇用の側面だけでなく、森林機能の

防災的側面、山が雨を吸収することで災害

が防がれる、そういうことも言われている。

そういった意味でも山林の間伐等の管理

を進められているのだろう。 

11 事業体の方々が行政と連携して山林を

守られているという理解をしてよいか。 

●主管課 現在、山は木材を生み出すだけで

なく、おっしゃったような多様的側面が言

われているところである。防災的な面に加

え、環境的な問題、治山等も言われている。

おっしゃるように、そういう捉え方でよろ

しいと思う。 

○会長 山を持っているが、枝打ちが大変で

ある。枝が張ってくれば、下草が生えない。

下草が生えなければ、保水力も落ちる。地

層にたまった水が限界を超えて土砂崩れ

となるのが広島の例でもあった。 

ああいう土砂崩れは、山林に手をいれなけ

ればまだまだ出てくると思う。 

また、ある程度路網を整備していかなけれ

ば、山に手を入れられない。 

○委員 作業路を入れなければ、その分木材

価格に反映するということもある。 

●主管課 作業路が入ることで運搬コスト

が下がるので、その分収入が上がることと

なる。 

○委員 作業路は 10 トン車が入るような作

りになっているのだろうか。 

●主管課 今、作業道と基幹道の間となる林

業専用道の整備が進められており、そこだ

と 10 トン車で運搬が可能である。 

低コストで 10 トン車が入れて運搬効率の

良い作業道をという趣旨で作られている。 

○会長 中越パルプ工業でバイオマス発電

にも取り組まれているようだが、そちらに

木材を出したいという意向のある山主の

方も結構いらっしゃるだろうか。 

●主管課 バイオマスの燃料となるのが、建

築用材等には使われない木材である。年間

30 万㎥という膨大な燃料が必要であり、そ

れを確保するには市内だけでは足りず、県

内でも対応できないため、南九州、熊本・

宮崎を含めた形で協議会をつくり、燃料の

供給体制をつくっている。 

バイオマス発電が供用開始となれば、今ま

で山に置かれていた未利用木材などを持

ち出して、チップにしてお金にすることが

できるので、山主の方にとっての利益に繋

がると思う。 

○会長 軽トラで木材を搬出されるという

のも今から見受けられるだろう。 

●主管課 川内港の近くに、吉野木材という

事業者がバイオマス専門のチップ工場を

建設中である。パルプの場合は、皮を剥い

でチップにしなければならないが、バイオ

マスの場合はそのままチップになる。 

おっしゃるように山主さんが軽トラで運

んでそこにもっていけば、今まで使われな

かった「曲がり」などの木が利益になると

思う。 

○会長 山の活用等で路網整備をまだ望ま

れる方も出てくるかと思う。 

 

（主管課退席後、評価・まとめ） 

○会長 今バイオマスの話もあったが、これ

から燃料という形での資源と見込まれる

部分もあるので、平成 25 年度は補助金の

実績がなかったが、今後は手を挙げる方も

出てこようかと思う。 

防災的側面からも森林整備を奨励したい。 

○会長 まとめに入る。妥当性、効率性、有

効性、いずれも「高い」という評価でよろ

しいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 今後の改革の方向性について、「現
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状のまま継続」という評価でよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 以上で、森林環境税事業の事務事業

評価を終了する。 

 

4 外部評価 林業振興育成事業（林務水産課） 

（主管課説明後、質疑・協議） 

○委員 林業就労改善推進事業補助金につ

いて、実績では 5人前後を推移しているが、

評価表では、「若い就労者が増加傾向にあ

り、森林整備の活性化に繋がっている」と

の記載がある。この増加傾向の内容につい

て教えていただきたい。 

●主管課 平成 25 年度までの 5 人前後の数

値は、北薩森林組合の作業班員数に限った

もの。平成 26 年度以降は、北薩森林組合

以外の認定林業事業体も対象としたため、

目標値を 50 人としたところである。 

○委員 北薩森林組合以外の 60 歳以下の就

労者は把握されているか。 

●主管課 北薩森林組合も含めて概ね 50 人

であり、対象となる人数の最大として目標

値を設定した。 

○会長 若い就労者の増加傾向というのは、

映画の要因も考えられるか。 

●主管課 今、山の利用期（伐採時期）を迎

えているということで、山の活用という意

味で将来性を感じられて、若手の方が入っ

てきているかと推測する。 

全国的な傾向としては、減少傾向というの

があると思うが、仕事の内容が変化してき

ていることも一因である。昔のようにチェ

ーンソーを持って作業をするような仕事

だけではなく、作業機械に乗って操作をす

るオペレーター的な仕事がかなり増えて

きているので、若い方も就業しやすくなっ

ているのだろう。 

もう一点は、国・県が実施している林業の

担い手対策によって若手が浸透してきて

いる部分もあろうかと思う。 

○会長 将来に向けての事業の継続性が、先

ほどのバイオマス等も含めて見込まれる

ところで、若者にも広がっているのだろう。 

○委員 実績報告書の記載について、この平

成 25 年度の事業は北薩森林組合が実施さ

れているが、査定事業費のうち、組合と森

林所有者で事業費の配分割合というよう

なものはあるだろうか。 

●主管課 補助金について、査定事業費の

10％を市が、40％を県が補助することにな

っている。 

○委員 森林所有者には、間伐作業を実施し

た結果の木材を売買した金額が入ると考

えてよいか。 

●主管課 森林所有者が、間伐の作業代金を

北薩森林組合に支払うが、市と県合わせて

半分の補助があるため、森林所有者が支払

う額は査定事業費の半額となる。また、そ

こから木材価格と相殺もされる。 

○委員 木材価格について、過去 1 ㎥あたり

7,000 円くらいだったと思うが、今はもっ

と上がっているか。 

●主管課 平均で言えば、スギで 10,000 円

程、ヒノキで 14,000 円程となっている。 

○委員 バイオマスでの購入価格はまだ決

まっていないか。 

●主管課 中越パルプ工業においては、公表

はされていないようである。 

○委員 以前新聞で記載を見たように思う

が。 

●主管課 いろいろな試算の方法があり、木

材に関して、丸太の㎥（体積）単価なのか、

チップのｔ（重量）の単価なのか、単位が

色々であるので、色々な試算がでている。 

ただ、正式に公表というのはまだ聞いてい

ない。 

○委員 公共施設等の整備で県内産の木材

使用に対して、助成があったかと思うが。 
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●主管課 県が事業として行っており、市で

は実施していない。 

○会長 若い方の就労状況の改善が見込ま

れるというのは良い傾向と思う。 

そうした就労の際には、地域の集落にある

空家を使ってもらうなどの取組を一緒に

行えるといいかと思う。 

○委員 みどり豊かな森づくり事業補助金

について、実績報告書が副会長名で提出さ

れているが、会長は。 

●主管課 会長は市長となっている。 

 

（主管課退席後、評価・まとめ） 

○会長 映画「ＷＯＯＤＪＯＢ！」はとても

いい作品だったので、薩摩川内市でも若手

就労対策の一環として、放映されるといい

と思う。 

みどり豊かな森づくり事業推進補助金は、

前回の補助金評価委員会では、多額の繰越

金について指摘されていたが、平成 25 年

度は補助金が交付されなかったため、繰越

金については改善されたようである。 

事業内容については、主管課で恒久化を指

摘されている。鹿倉市民の森はあまり手を

入れられておらず、活用されていない。 

白砂青松の森づくりは、唐浜の松の木の植

樹の作業をされているのだろう。カノコユ

リについては、色々な自治会で植えられて

いるのを見かけるので、球根の配布につい

ては、拍車がかかるといいと思う。 

事業の恒久化の対応として新たな取組を

言われているが、事業ＰＲをしなければ意

味がない、ということをお伝えしたい。 

○会長 まとめに入る。事務事業の視点別評

価について、妥当性、効率性、有効性、い

ずれも「高い」という評価でよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 今後の改革の方向性について、今後

将来性が見込まれることも踏まえ、「現状

のまま継続」という評価でよろしいか。 

○委員 異議なし。 

○会長 以上で、林業振興育成事業の事務事

業評価を終了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


